
 

 

 

 

 

 

 

 

 

台東区通学路交通安全点検プログラム 
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１ 背景・目的 

 平成２４年度に、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、 

文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が連携し、通学路における交通安全の一層の確保 

を目的とした、関係機関による緊急合同点検を実施するよう全国自治体に要請がありました。 

 これを受けて、台東区では、各関係機関と緊急合同点検を実施し、必要な安全対策につい

て、協議・実施してきました。平成２４年７月には、関係機関の連携体制を継続して維持し、

必要に応じて互いに協力して、通学路の交通安全の確保に取組むため、「通学路安全対策に関

する基本的な取組の方針」を作成しました。また、平成２５年１２月には、通学路安全確保

のための推進体制の構築、合同点検の継続的実施についての基本方針を策定することが推奨

されました。 

その後も、令和３年６月に千葉県八街市において、下校中の児童が死傷した交通事故を受

け、学校から報告を受けた通学路の危険箇所について、学校、警察、道路管理者、教育委員会

が合同で点検を行い、対策を講じるなど関係機関が連携し、通学路の安全確保について継続

した取組みを行ってきました。 

このたび、既存の体制・枠組みを引き続き活用した形で、通学路の安全確保に向けた取組

方針等を改めて明確化するため、「台東区通学路交通安全点検プログラム」を策定しました。 

 今後は、本プログラムに基づき、児童が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っ

ていきます。 

 

２ 通学路の交通安全確保に関する取組方針 

（１）基本的な考え方 

    文部科学省、国土交通省、警察庁による「通学路の交通安全の確保に向けた着実か 

つ効果的な取組の推進について」に基づき、継続的な推進体制を構築するとともに、 

各小学校長が指定した通学路の安全を確保するため、取組の効果的・効率的な実施を 

図ります。 

   ※通学路とは、児童等が安全に通学するために利用すべき道路として、学校長が指 

定したものです。 

 

（２）実施方法 

    各小学校及び地域の特性を踏まえ、学校、教育委員会、道路管理者、警察は、通学路 

の交通安全確保を効率的かつ効果的に実施するため、以下の方法により、通学路の交 

通安全合同点検を実施します。 

  ①定期的な点検 

    全区立小学校を４つのグループに分け、それぞれ４年に１回、定期的に交通安全合 

   同点検を実施します。 
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②随時の点検 

    その他、各小学校から交通安全合同点検の申し入れがあった場合には、必要に応じ 

て、実施します。 

  

（３）通学路の交通安全確保のためのＰＤＣＡサイクル 

    交通安全合同点検は、通学路の安全性の向上を図るため、その取組の実施・対策の 

   検討、対策の実施、対策効果の把握、その結果を踏まえた対策の改善・充実の一連の 

サイクルとして、繰り返し実施することとします。 

また、これを着実に実施するため、以下の取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し 

実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。 

 

【通学路の交通安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①交通安全合同点検の実施 

   当該年度対象の小学校へ毎年、通知を行います。その後、対策が必要である箇所に対 

して、定期的な交通安全合同点検を行います。また、必要に応じて随時、交通安全合同 

点検を行います。 

 ②対策の検討 

   交通安全合同点検の結果から明らかになった要対策箇所について、道路整備等のよう 

なハード面の対策や、交通規制及び交通安全教育等のソフト面の対策など、必要に応じ 

て具体的な実施メニューを検討します。 

③対策の実施 

   対策の実施に当たっては、その対策が円滑に進むように、関係機関で連携を図り、実 

施します。 

 

①通学路交通安全合同点検の実施 

 
②対策の検討 

 

⑤対策の改善・充実 ③対策の実施 

 

④対策効果の把握 
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（対策例）  

     【学校、教育委員会】 

      交通安全教育、通学時の注意喚起の推進等 

     【道路管理者】 

      道路の整備等 

【交通管理者】 

      交通規制の検討、パトロールの強化等 

 ④対策効果の把握 

   交通安全合同点検の結果に基づく対策実施後に、実際に期待した効果が上がっている 

か等について確認するため、対策実施後の効果を把握します。 

 ⑤対策の改善・充実 

   対策実施後も、交通安全合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充 

実を図ります。 

 

【点検・対策の手順】 

予定時期 内  容 実施機関 

４月 対象小学校へ通学路交通安全合同点検実施通

知及び危険箇所抽出依頼 

教育委員会 

５～６月 対象小学校において危険箇所の抽出 各小学校 

点検箇所の決定 教育委員会 

７～９月 通学路交通安全合同点検の実施 各小学校、教育委員会、 

道路管理者、交通管理者 

９～１０月 対策の検討 各小学校、教育委員会、 

道路管理者、交通管理者 

１１～３月 対策の実施 各小学校、教育委員会、 

道路管理者、交通管理者 

１２～３月 対策効果の把握 各小学校、教育委員会 

３月 対策箇所図及び対策箇所一覧表の公表 教育委員会 

３月～ 対策の改善・充実 各小学校、教育委員会、 

道路管理者、交通管理者 

 

３ 対策箇所一覧表及び対策箇所図の公表 

   交通安全に関する小学校毎の点検結果や対策内容については、関係機関で認識を共有 

するため、「対策箇所一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、ホームページ等で公表しま 

す。 
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通学路交通安全合同点検予定表 

 

 グループ 上野警察署 下谷警察署 浅草警察署 蔵前警察署 

令和 ８年度 Ａ 
平成小 根岸小（上野） 浅草小  

忍岡小（下谷）  東浅草小  

令和 ９年度 Ｂ 
黒門小 東泉小 富士小 上野小（上野・下谷） 

 谷中小   

令和１０年度 Ｃ 
 金曾木小 千束小 台東育英小 

  石浜小  

令和１１年度 Ｄ 
 大正小 田原小（蔵前） 蔵前小 

  金竜小（蔵前） 松葉小 

 

 令和１２年度以降は、Ａグループに戻り、上記の順により継続的に実施する。 

 


